
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　

（注１）１　職員手当には退職手当を含まない。
  　    ２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

（注２）数値の入っていないところについては現在未確定です。確定次第掲載しますのでご了承ください。（以下同じ。）

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数の平均である。
　　　３　松阪市の地域手当補正後のラスパイレス指数は、20年度99.8である。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A

6,509

―

387,506

平均給与月額

368,742

380,922

平均給与月額

446,150

―

395,747

42.7

41.1

三重県

332,883松阪市

354,365

千円

43.3 344,481

平 均 年 齢 平均給料月額区　　分

19年度

1,377 5,072,748 842,301

千円

期末・勤勉手当

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ 18年度の人件費率

19年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円人　

松阪市の給与・定員管理等について

人 件 費 人 件 費 率実 質 収 支 （参考）

11,690,769

　　　　　千円

21.3

別紙３

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（19年度末）

　　　　　　　　　　　％

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

（国ベース）

21.1

（参考）類似団体平均

　　　　　　％

729,211

人 千円

2,121,079

325,113

413,075

千円　　　　　千円

8,036,128 5,836

54,904,385167,475

職員数

　　　　　　Ａ

千円

職員手当

区　　分

給　 料

類似団体

42.2

国

(H15)
99.3

(H15)
101.6 (H15)

100.7

(H20)
97.8

(H20)
99.1 (H20)

98.3

90

95

100

105

松阪市 類似団体平均 全国市平均
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②技能労務職

　　

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

（注）　年収ベースのデータは、平均給与月額を12倍したものに前年度に支給された期末・勤勉手当の額を加えた試算値である。

（参考：民間データ）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成17～19年の３ヶ年平均）

　　　２　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。（賃金比較に
　　　　　おいて、公務員は非常勤職員を除いており、民間はパート・アルバイト労働者を含んでいる。平均経験年数は公務員が25.5年、民間が8.3～13.7
　　　　　年となっている。）
　　　３　年収ベースのデータは、平均給与月額を12倍したものに前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　 ③教育職（幼稚園教諭）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）松阪市の技能労務職は、採用年齢により初任給に幅を設けておりその平均である。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円258,967

技能労務職

幼稚園教諭職 大　学　卒

短　大　卒

262,683

経験年数１０年

335,500

369,935

技能労務職

178,800

158,700

―

290,490

393,590

323,531 362,836

43.6

268,041

385,367

196

短　大　卒

（国ベース）

平均給与月額

344,698

81

37

12

3,735,200

144,500

3,227,400

172,200

140,100

399,454

281,600

44.3

343,284

区　　　　　分

140,100

うち自動車運転手

52.3

264

341,959

平均給料月額

284,679

高　校　卒

幼稚園教諭職

454,203

平 均 年 齢区　　分

297,384 318,600

区　　　分

三重県

国

44.8

平均年齢

国三　重　県

178,800

―

318,733

176,812

336,500

172,200

361,700

経験年数１５年

―

―

― ―

松阪市

類似団体

4,784

46.0

48.9

46.3

39.5

うち給食調理員

う ち 清 掃 職 員

45.4

267,883

松阪市 322,40041.5

中　学　卒

144,500

―

三重県

高　校　卒

大　学　卒

214,600

類似団体 42.8

一般行政職

―

大　学　卒

一般行政職

高　校　卒

256,285中　学　卒

区　　　　分

高　校　卒

大　学　卒

平均給与月額

松　阪　市

経験年数２０年

職員数 平均給料月額
（Ａ）

平均給与月額

99 283,724 316,700

303,650284,791

302,440

306,962

308,609

322,533

319,112

317,909

299,700

用務員

276,600

225,90053.9

42.1

廃棄物処理業従業員

う ち 用 務 員

調理士

自動車運転手

340,711

334,783 361,114

48.2 3,903,700

320,623

52.3

4,170,000

5,142,100

6,314,104

年収ベース（試算値）

公　　務　　員

職種 平均年齢 平均給与月額 年収ベース（試算値）

5,174,644

4,964,908

5,281,896
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

（注）１　松阪市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　 （注）平成１８年４月に９級制から８級制に変更。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　
　　　５年前の構成比は旧松阪市の構成比である。

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　 能力・業績に基づく人事評価制度は検討段階にあるが現状としては未実施であるため、現在、昇給に差を設けていない。

２　　級

１　　級

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

次長、参事

課長補佐、主幹
130

34.0

16.1

8.7

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

70

職員

４　　級 主任、主査、係長
274

　　　　　　　　人

19

　　　　　　　　％
部長、理事、局長

　　　　　　　　人
８　　級

７　　級

2.4

　　　　　　　　％
６　　級 課長、副参事

20.1
３　　級

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

29

　　　　　　　　％

10.5

　　　　　　　　人

37

162

職員数

　　　　　　　　％

4.6

　　　　　　　　％　　　　　　　　人
職員

職員

構成比区　　分 標準的な職務内容

５　　級

3.6

　　　　　　　　人

85

１級 4.6% １級 4.9%

９級

１級 1.4%

２級 10.5% ２級 11.1%

２級 8.0%

３級 20.1% ３級 19.7%

３級 12.0%

４級 34.0% ４級 33.4%

４級 21.5%

５級 16.1% ５級 16.7%

５級 18.6%

６級 8.7% ６級 7.8%

６級 16.1%

７級 3.6% ７級 3.9%

７級 12.0%

８級 2.4% ８級 2.5%

８級 6.4%

９級 4.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（１9年度支給割合） （19年度支給割合） （19年度支給割合）

期末手当　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　 　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

５～２０％ ５～２０％ ５～２０％

１５～２５％ １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　　公営企業等（水道、市民病院等）を含む。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

能力・業績に基づく人事評価は検討段階にあるが現状としては未実施であるため、成績率に差を設けず一律の支給

（管理職員95／100×2回、一般職員75／100×2回）を行った。

（2) 退職手当（２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 同　右 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　） 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 （２％～２０％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

1.50

0.75

管理職加算

3.0

1.6

30.55 23.50

33.50

47.50

59.28

役職加算

1.6

47.50

0.75

59.28

23.50

59.2859.28

役職加算

1.6

33.50

管理職加算

41.34

1,899

0.75

国松　　　　　　　　　　　阪　　　　　　　　　　　市

役職加算

国三　　　　　　重　　　　　　県松　　　　　　阪　　　　　市

1.50

1,544

１人当たり平均支給額（１9年度） １人当たり平均支給額（19年度） ―

25,500

30.55

41.34

59.28

59.28

6,960

1.50 3.03.0
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 (3) 地域手当

（２０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）公営企業等（水道、市民病院等）を含む。

(２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                                      

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。       

 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円）

　円）

　％

（注）公営企業等（水道、市民病院等）を含む。

皆勤者23,000円、1日欠勤・早
退・遅刻11,500円

月額6,500円

給料月額の100分の２３～33に
115,000～125,000円を加えた
額（月額）

1回3,500円

月額120,000円

1回200円

1回700円

月額5,000円

医師及び歯科医師

看護師、技師

年末年始精勤手当

支給実績（うち医師を除く支給実績）（19年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（うち医師を除く平均支給年
額）（19年度決算）

月額350,000円

市民病院業務手当

医師、技師

診療業務

変則勤務をしたとき

院長

副院長

緊急出動したとき

検査室、手術室、透析室
に勤務したとき

清掃事業課、資源循環推進課に
勤務する職員

看護師、技師

看護師、技師

放射線室に勤務したとき

看護師、技師

死後の処置及び遺体の
院外搬送に従事したとき

看護師

収集・焼却業務に従事する労務職
員、主任職の労務職員、係長職の
労務職員

週休日に業務のある職
場で、1ヶ月に4日以上週
休日に勤務したとき

破砕室に勤務したとき

1回800円

1回1,700円

看護師

葬儀業務等に従事する労務職
員日額200円、野犬等の捕獲・
犬猫等の死体処理をした職員
日額600円、防疫のため器具を
用いて消毒をした職員日額
1,000円

環境課業務手当

葬儀業務等に従事する労務職員、
野犬等の捕獲・犬猫等の死体処理
をした職員、防疫のため器具を用
いて消毒をした職員

斎場業務、野犬等の捕
獲・犬猫等の死体処理、
貿易のために器具を用
いて消毒業務に従事し
たとき

保育士、障がい児保育担当保育
士

247,672円　（54,839

32.7

収集・焼却業務に従事する労
務職員日額600円、主任職の
労務職員日額700円、係長職
の労務職員日額900円

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

国の制度（支給率）

13松阪市（医師）

支給対象地域

週休日に勤務する職員、延寿院で
週休日に勤務する職員

支給対象地域

支給率

支給率

支給対象職員数

主な支給対象業務

12/29日から1/10までの
間のごみ収集、処理業
務に従事したとき

清掃事業課、資源循環
推進課業務手当

手当の名称

保育業務従事手当

行旅死亡者等処理業務
従事手当

行旅死亡者、死亡時に行旅死亡
者として処理された死亡者の処理
に従事した職員

変則勤務手当
週休日に勤務する職員月額
2,000円、延寿院で週休日に勤
務する職員月額8,000円

左記職員に対する支給単価

11

保育士月額3,000円、障がい児
保育担当保育士月額5,000円

１件5,000円

解剖に従事したとき

松阪市（医師以外の職員）

松阪市（医師以外） 2

支給実績（19年度決算－地域手当）

54

13

1,730

96,539

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

35

国の制度（支給率）

0

15

清掃事業課、資源循環
推進課業務に従事したと
き

行旅死亡者などの処理
に従事したとき

保育園等に勤務

主な支給対象職員

15

150,585千円　（33,343

手当の種類（手当数）

松阪市（医師）

4

0

5



 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）公営企業等（水道、市民病院等）を含む。

（6) その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

（注）公営企業等（水道、市民病院等）を含む。

円

千円

89,013

（19年度決算）
平均支給年額

238,728

589,467

39,497

同

管理職手当

業務内容に
応じ4,200

円～20,000
円

通勤手当

管理職員特別勤務
手当

役職に応じた額を支給
・病院院長‥‥89,000円
・病院副院長等‥85,000
円
・部長級‥‥70,000円
・次長級‥‥62,000円
・課長級‥‥54,000円
・課長補佐級‥‥39,000

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券
等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に
対し通勤距離に応じて

‥‥2,000円～24,500

医療職（一）
82,600～
　146,400円
行政職（一）
49,600～
　　82,200
円

6,000円～
　　12,000
円

住居手当

扶養手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ）

（月額）

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家‥‥2,500円
（新築又は購入から5年
間）

千円

61,606

94,871

千円

195,703

千円

千円11,494

臨時又は緊急の必要その
他公務の運営の必要によ
り週休日、休日、年末年
始の休日等に勤務した場
合に支給
　　5,000円～8,000円

宿日直手当

異

一般
（通常）　4,200円
　　（延寿院は5,600円）
（年末年始）　10,700円

夜間勤務手当 同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ）

53,684

58,927 千円異

62,912

支給職員１人当たり

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

との異同

246

466,136

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

千円

378,050

193,123

手　当　名
国の制度

同

内容及び支給単価 異なる内容

270

（19年度決算）

192,415

国の制度と

同

支給実績

異

502,539

市民病院
（通常）
医師　20,000～50,000円
技師　5,400～21,000円
看護師　6,600～26,500
円
栄養士　6,600円
事務　6,600～9,500円
（年末年始）
医師　32,500～55,000円
技師　14,360～37,520円
看護師　14,360～37,520
円
栄養士　14,360～17,200
円
労務　14,360円
（待機）
医師・技師・看護師
1,300円（年末年始
3,690～16,250円）
市民病院
（勤務1時間当たりの給与
額の100分の25）×（午後
10時から翌朝午前5時ま
での間に勤務した時間
数）

6



５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

退職時給料月額×在職月数×100分の37.5 円

退職時給料月額×在職月数×100分の23.5 円

退職時給料月額×在職月数×100分の21 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数で、県人事交流は県職員及び再任用短時間職員は除く。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

退職時

松阪地区広域衛生組合

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

業務見直しによる減

緩和ケア病棟の増設による増304

[    2,156        ］

△41

主 な 増 減 理 由

△18

1,063

主に保育園の統合・退職者不補充による減

退職者不補充・業務合理化による減265
0

△5

570,000

75

500,000

420,000655,000

対前年
増減数

職 員 数

617,500

18,234,000

平成２０年

　　（20年度支給割合）

450,000

4.45

議 員

報

酬

収 入 役

市 長

市 長

市 長

議 員

給

料

副 市 長
期
末
手
当

51

480

274

1,104

272

53

164

11

301

2

計

275

1,873

483

[    2,156        ］

民　　　生 353

総　　　務

衛　　　生

商　　　工
52

副 議 長

509,000

収 入 役

議 長

1,013,000

副 議 長

議 長

3.35

　　（20年度支給割合）

議　　　会
283
8

収 入 役

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

一
般
行
政
部
門

税　　　務

173

80
労　　　働

1,118,000 940,000

755,000896,000

区 分

（参考）類似団体における最高／最低額

714,000

給 料 月 額 等

786,000

683,000

　　　　　　　　　　〃

69
小　計

そ　の　他

消防部門

病　　　院

小　計

水　　　道

副 市 長

6

8

普
通
会
計
部
門

農林水産

退
職
手
当

備　　　　考

平成１９年

20

業務量の像による増

主に業務の一部民間委託による減

△1

＜参考＞

1,829
12

3

△9
業務の一部民間委託による減

[     0     ］

0

400,000

地域活性化のための業務増による増

退職時

退職時

8,866,080

6,884,640

△1 業務合理化による減
6

副 市 長

2

273

109.2

後期高齢者医療の業務増による増

0

344

18

上下水道合併準備にかかる減

＜参考＞

49

土　　　木 △1

△4

△1

130131

△9

62

教育部門
2

2

58
下　水　道

67
△3

主に退職者不補充による減

△4

16.4

＜参考＞

63.5

合　　計 △44
1
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（2)年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

　

（注）５年前は旧松阪市の構成比である。

人

5

人 人 人人

31歳

人

35歳 47歳

区　分

未満

～

23歳

～

20歳 20歳

27歳

209

人
職員数

51

～

28歳

～

24歳

252

39歳

32歳

人

43歳

36歳

人

～

人

152 210

計

56歳

～

40歳

～～

60歳52歳

～

48歳44歳

1,8165188 239 144183

55歳

～

59歳 以上51歳

178

人人人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成
比
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

（注）松阪市行財政集中改革プランで掲げている数値で、これには公営企業（水道事業）を含み市民病院を除く数値である。

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

平 成 22 年 4 月 1 日

337

△45

消　防

△128　（132％） 97人の削減

1,862 ―職員数 1,817

1,126

１７年

平成22年4月1日

計

増 減 △39

1,945

増 減

教　育

増 減

職員数 1

493

始　期

一般行政 職員数

１８年

平 成 17 年 4 月 1 日

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

平成17年4月1日

1,945

計画期間

職員数 職員数

1

△3

△44

1,1031,114

増 減

1,901

283

490

等 会 計 △13　（　　％） ―△6

1,063

　　1　（　　％）

△4

△2312

2

484 480

2 2

273

△54 △10

２年目

1,848

計画始期 １年目

終　期

―

0

職員数

数値目標

純減数

△1

２０年１９年

増 減

公 営 企 業 職員数

―

△51　（　　％）

17年～20年

―

（参考）

―

272

△65　（　　％）

△40

―

0

―

―

３年目

97 5

計 数値目標

１２８人の削減

純減率
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（19年度支給割合） （19年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～２０％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（参考）市町村平均一人当たり

120,446

　　　　　　Ｂ／Ａ

総費用に占める

18年度の総費用に占

千円 千円

　　　　給与費 　　B/A

める職員給与費比率

8.4

　　計　　Ｂ

職員給与費比率

　　　　　千円

　　　　　　区　　分

千円

96,25756

基本給

千円19年度

4,452,509

千円　

Ｂ　

区　　分

　質収支

8.1

区　　分 職員数

346,034

一人当たり給与費

362,638

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当 期末・勤勉手当

％

純損益又は実

1.6

松　　　　　　　　　　　阪　　　　　　　　　　　市

3.0

1,713

給　 料　　　　　　Ａ

362,638

225,794 40,587

541,984

平　均　年　齢

19年度

１人当たり平均支給額（19年度）

-

-

0.75 -

571,242

％

市町村　（一般行政職・団体平均等）

千円

6,476 6,874

45.5 374,552

-1.5

１人当たり平均支給額（19年度）

Ａ  

総費用

1,792

団 体 平 均

人

　　　　千円

44.4

千円　

平均月収額

松 阪 市
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イ　退職手当（２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給 2％～20％加算 ） （退職時特別昇給 ）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　また、松阪市の1人当たり平均支給額は、公営企業に在職した期間に対する平均支給額である。

ウ　地域手当

（２０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。                        

エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

年末年始呼出手当 企業会計の正職員

70.7

日額2,000円

年末年始の緊急待機 24時間10,700円年末年始待機料 企業会計の正職員

59.28

松阪市

59.28

1,232

支給対象地域

23.50

１件当たり8,200円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

呼出手当

左記職員に対する支給単価

支給実績（19年度決算）

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 49,691

漏水事故等の時間外呼出企業会計の正職員

支給率 一般行政職の制度（支給率）

4

漏水事故等の年末年始呼出

30.55 -

支給実績（19年度決算） 2,518

2 57

16,499

59.28

一般行政職の制度（支給率）

2

5,325

--

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

3　種　　　　

-

-

33.50

47.50

-

市町村　（一般行政職・団体平均等）

-

松　　　　　　　　　　　阪　　　　　　　　　　　市

-

41.34

91,812支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

4

2,037

松阪市

11



オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

円

扶養手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

手　当　名 内容及び支給単価

569,915

通勤手当

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券
等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に
対し通勤距離に応じて

2,269 千円同 －

管理職手当

役職に応じた額を支給
・部長級‥‥70,000円
・次長級‥‥62,000円
・課長級‥‥54,000円
・課長補佐級‥‥39,000
円

同

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家‥‥2,500円
（新築又は購入から5年
間）

同 －

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ） 13,553

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ） 242

支給実績
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

（19年度決算）

198,088

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ） 13,538

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ） 301

平均支給年額

（19年度決算）

－ 6,839 千円

同 －

支給職員１人当たり

3,368 千円

11,275 千円 256,261

42,803

12



④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

人 人 人 ％

（注）簡易水道除く。

（参考）集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

（注）松阪市行財政集中改革プランで掲げている数値で、公営企業（水道事業）を含み市民病院を除く。

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →6(3)②を参照

８　技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針について

９　互助会への補助及び委託の状況

地方公務員法第42条に定められている職員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他構成に関する事項）を効率的、効果的に

　実施するため各共済組合が行う下記事業に対し補助し、また、当該厚生事業の委託を行っています。

松阪市職員共済組合 会員数　1,790人

松阪市民病院共済組合 会員数　301人

平成17年4月1日

計画期間

数　値　目　標
始　期 終　期

平成22年4月1日

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日 128人の削減

56

純減数 純減率

51 5

職員数 職員数

8.9

事業内容

職員駐車場を確保するための借上料への助成

1,200千円

委託事業

補助金の決算額 700千円

委託料の決算額 6,800千円

補助対象事業 事業内容

福利厚生事業 職員の元気回復慰安事業等福利厚生事業全般の事業に対する助成

事業内容

厚生事業 職員に対して行う各種厚生事業（勤労者サービスセンターへの加入）

補助対象事業

駐車場事業

補助金の決算額

技能労務職員等の給与等の見直しについて、その業務の内容や性格などを踏まえつつ次のような取り組みを行っていきます。

（1）行政が本来担うべきことは何かということを十分に踏まえ、民間に任せたほうが効率的、効果的に業務を行えるものについては、
民間に任せていくことを基本姿勢として民間委託の検討を行っていく。

（2）公務としての各業務の必要性の見直しと集中改革プランに基づく人員削減を推し進めており、技能労務職員の退職において原
則その補充は行わない。

（3）特殊勤務手当等の手当の支給について、業務内容の検討を行い制度の趣旨に合致しないものについては廃止も含め見直しを
行っていく。
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